
買収防衛策の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文をご参

照下さい。 

記載内容が十分 

取締役会による決議 

（独立委員会の勧告を最大限尊重） 

取締役会評価期間 

(ⅰ)対価を現金（円貨）のみとする公開買付による全株券等の買付は 60 日以内 

(ⅱ)その他の大量買付等の場合には 90 日以内 

大量買付者の出現 

≪手続が遵守されない場合≫ 

当社株式に対する大量買付行為について、 

当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

≪手続が遵守された場合≫ 

大量買付者による買付提案書の提出 

記載内容が不十分 

当社取締役会による追加情報 

提供の要求【１０日以内】 

・当社取締役会による必要情報受領の確認 

・大量買付者および独立委員会に検討開始を通知 

独立委員会が発動を勧告 

本プランに定める手続を遵

守しない大量買付行為であ

ると認められる場合 

独立委員会の検討手続 

・外部専門家等からの助言の 

取得 

・取締役会に対して対抗措置 

の発動の是非について勧告 

当社取締役会の検討手続 

（当社の企業価値ひいては株主 

共同の利益を著しく害するか） 

・情報収集、代替案の検討 

・大量買付者との協議・交渉 

・外部専門家からの助言の取得 

対抗措置発動 

（新株予約権の無償割当等） 

企業価値ひいては株主共同

の利益を著しく害する場合 

企業価値ひいては株主共同

の利益を著しく害する場合

でない 

取締役会による決議 

（独立委員会の勧告を最大限尊重） 

大量買付者による 

手続不遵守を確認 

対抗措置発動せず 

（株主の皆様によるご判断） 

勧告 

諮問 


